
（安芸高田市）

令和3年10月1日現在

※制度の拡充や追加があった場合は、随時更新し、お知らせします。
変更箇所は赤字になっています。

【支援制度一覧】　　　　
区　分 内　容

り災証明書（火災以外）の交付

り災証明書（火災以外）の交付手数料の免除

＜福祉費＞

＜緊急小口資金＞

安芸高田市社会福祉協議会
℡０８２６（４２）２９４１

　低所得世帯、障害者世帯、６５歳以上の高齢者世帯　(日常生
活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る）の方
に対する次の経費への貸付金

・災害援護資金の貸付対象とならない災害を受けたことによ
り臨時に必要な経費
　貸付限度額　１５０万円

・住宅の増改築、補修等に必要な経費
　貸付限度額　２５０万円

・貸付利子　連帯保証人を立てる場合は無利子
　　　　　　　　連帯保証人がいない場合は年1.5%

・被災により一時的に生活費が必要なとき（生活保護世帯は
除く）

・貸付限度額　　１０万円

・貸付利子　無利子

被災者生活再建支援金

　住家が全壊・全流失した世帯、住家が半壊又は敷地被害が生
じやむを得ず解体した世帯、大規模・中規模半壊世帯等に対し
て、住宅の被害程度や再建方法に応じて支給する支援金

　（支給額）
　　２５万円～３００万円（世帯人数が１人の場合は3/4の額）
　（支給例）
　　世帯の構成員が複数で全壊世帯が建設・購入する
　場合　３００万円

融資に関すること

災害援護資金

安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５

（災害救助法適用日である令和3年8月12日以降の県内被害に
限る。）

　療養に要する期間が概ね１か月以上の負傷をされた世帯主の
方や住居の全壊、半壊又は家財の３分の１以上の損害を受けた
方に対する貸付金

・貸付限度額（３５０万円）及び所得制限有り

生活福祉資金貸付制度

広島県災害見舞金
・住家の全壊世帯　　　　　　　　　　　　　　　 ３０万円

・住家の半壊世帯　　　　　　　　　　　　　 　  １０万円

安芸高田市災害見舞金
・住家の全壊世帯　　　　　　　　　　　　　　　　 ３万円

・住家の半壊世帯　　　　　　　　　  　　　　 1万5千円

見舞金の支給などに
関すること

災害弔慰金

安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５

（災害救助法適用日である令和3年8月12日以降の県内被害に
限る。）

・生計を維持されていた方の遺族　　　　５００万円

・その他の方の遺族　　　　　　　　　　　　 ２５０万円

災害障害見舞金
（災害救助法適用日である令和3年8月12日以降の県内被害に
限る。）

・重度の障害を受けた生計維持者の方　２５０万円

・重度の障害を受けたその他の方         １２５万円

令和3年8月11日からの大雨により被災された皆様への支援制度について

　このたびの大雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
　安芸高田市では、次のような支援制度を設けております。支援制度の詳細につきましては、各担当課等へ
お問い合わせください。

担当課等

り災証明書に関すること

安芸高田市総務課
　　℡０８２６（４２）５６１１
　八千代支所　℡０８２６（５２）２１１１
　美土里支所　℡０８２６（５４）０３１１
　高宮支所　　℡０８２６（５７）０３１１
　甲田支所　　℡０８２６（４５）４１１１
　向原支所　　℡０８２６（４６）３１１１

〔申請に必要なもの〕
・被害状況の確認できる写真（全体及び詳細がわかるもの）
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区　分 内　容 担当課等

宅地内の土
砂の処分

農地・農業用
施設内の土
砂撤去に関
すること

農地・農業用
施設内の鳥
獣害防護柵
に関すること

市税証明等の交付手数料の免除

税金の減免等に関する
こと

市税の減免・納税猶予

安芸高田市市民部税務課
℡０８２６（４２）５６１４

申告・納付などの期限延長や納税の猶予、税の減免

衛生相談に関すること 家屋の消毒方法に関する衛生相談
安芸高田市健康長寿課
℡０８２６（４２）５６３３

学校に関すること
教科書・教材・学用品の給与

安芸高田市教育委員会教育総務課
℡０８２６（４２）００４９※半壊以上又は床上浸水により、使用することができなくなった場

合

農地・農業
用施設に
関すること

災害により農地及び水路等に流入した土砂の撤去
安芸高田市農林水産課
℡０８２６（４７）４０２２

災害により破損した鳥獣害防護柵の復旧
安芸高田市地域営農課
℡０８２６（４７）４０２１

ごみ等の
処分に関
すること

ごみ等の処
理

災害廃棄物（災害で発生した片付けごみ）の処分
安芸高田市環境生活課
℡０８２６（４２）１１２６

※芸北広域きれいセンターへの持ち込みに、り災証明書は必要あ
りません。

※国庫補助対象になるものにつき、基準額による償還。事前にご相
談ください。

被災家屋撤
去費用の償
還

半壊以上の被災家屋等を自費で撤去した方への費
用償還 安芸高田市管理課

℡０８２６（４７）１２０１
※り災証明が必要。要件や限度額あり。事前にご相談ください。

住宅の応急修理

被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限
度の部分を応急的に修理する。
［対象］災害により住宅が準半壊以上で、自ら修理する資力のな
い世帯

前面道路へ搬出された土砂の撤去
安芸高田市すぐやる課
℡０８２６（４７）１２０９

宅地内土砂
撤去費用の
償還

河川等の氾濫により宅地内に流入したがれき混じり
土砂を自己撤去することが困難なため、その処分を
業者等へ依頼して実施した場合の費用償還

安芸高田市環境生活課
℡０８２６（４２）１１２６

【限度額】中小企業者４千万円、組合等８千万円
　　　　　　　※復旧経費の範囲内

セーフティネット資金（国指定）－自然災害（4号関連）

安芸高田市商工観光課
℡０８２６（４７）４０２４

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、売上高が
減少した中小企業者等の必要な資金を融資

【限度額】中小企業者８千万円、組合等１億６千万円
　　　　　　　※復旧経費の範囲内

住まいに
関すること

公営住宅の
提供

被災用仮住居の提供（市有住宅）

安芸高田市住宅政策課
℡０８２６（４７）１２０２

応急修理

融資に関すること

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

安芸高田市子育て支援課
℡０８２６（４７）１２８３

　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦又は、40歳以上の配偶者
のない女子（所得制限あり）の方で、災害により住宅が全壊、半
壊等の被害を受けた方のうち次の方への貸付金

・住宅の建設、購入、改修を行う方
　貸付限度額　２００万円

・転宅される方
　貸付限度額　２６万円

・貸付利子　連帯保証人を立てる場合は無利子
　　　　　　　　連帯保証人がいない場合は年1.0%

倒産防止等資金（県指定等）

県庁経営革新課
℡０８２（５１３）３３２１

自然災害により直接被害を受けた中小企業者等の災害復旧に
必要な資金を融資
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区　分 内　容 担当課等

社会福祉

国民年金 国民年金保険料の免除

水道・下水道 水道料金及び下水道使用料の支払い猶予

ボランティアに関すること ボランティアの派遣

安芸高田市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
（安芸高田市社会福祉協議会内）
℡０８２６（４７）１１３１
℡０８０－５０６０－９５３７

その他の生活救済に関
すること

生活保護給付
安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５生活保護世帯の住宅補修費，炊事用具・食器・被服費・布団類，

学用品費などの支給

児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手
当・特別障害者手当・経過的福祉手当

（児童扶養手当・特別児童扶養手当）

安芸高田市子育て支援課
℡０８２６（４７）１２８３
（そのほか）
安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５

住宅や家財などにその価格の1/2以上の損害を受けた場合，所
得制限適用を除外

 被災された方への入浴支援
 安芸高田市商工観光課
 ℡０８２６（４７）４０２４ 家屋の倒壊・浸水などにより自宅での入浴が困難な方

 ※入浴施設までの移動は、各自でお願いいたします。

償還条件の緩和に関す
ること

母子・父子・寡婦福祉資金 安芸高田市子育て支援課
℡０８２６（４７）１２８３

支払い猶予、据置期間の延長などの相談業務

農業関係制度資金
安芸高田市地域営農課
℡０８２６（４７）４０２１支払い猶予、据置期間の延長、償還期限の延長などの相談業

務

下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の
支払い猶予

安芸高田市上下水道課
℡０８２６（４７）１２０３

児童福祉 保育料の減免
安芸高田市子育て支援課
℡０８２６（４７）１２８３

安芸高田市上下水道課
℡０８２６（４７）１２０３

社会保険・
納付金の
減免等に
関すること

社会福祉施設入所・通所に係る利用者負担額の減
免

保育所については、
安芸高田市子育て支援課
℡０８２６（４７）１２８３
障害者支援施設，身体障害者更生援護
施設，知的障害者援護施設については、
安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５
養護老人ホームについては、
安芸高田市健康長寿課
℡０８２６（４７）１２８１
軽費老人ホーム（Ａ型，ケアハウス）につ
いては各施設へ。

安芸高田市保険医療課
℡０８２６（４２）５６１９

障害福祉

心身障害者扶養共済制度の掛金の減免 安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５

市町民税が減額または免除の場合に減額

障害者や障害児の介護給付、訓練等給付及び地域
生活支援事業の利用者負担額の減額

安芸高田市社会福祉課
℡０８２６（４２）５６１５

安芸高田市保険医療課
℡０８２６（４２）５６１９

後期高齢者医療一部負担金の減免または支払い猶
予

後期高齢者医療保険料の減免または納付猶予

国民健康保険税の減免または納付猶予
安芸高田市市民部税務課
℡０８２６（４２）５６１４

社会保険・
納付金の
減免等に
関すること

医療・保険等

介護保険料の減免または納付猶予
安芸高田市保険医療課
℡０８２６（４２）５６１８

介護保険サービス利用料の減免

国民健康保険一部負担金の減免または支払い猶予

9月30日で終了
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